
区　分 住民基本台帳人口
（令和 5 年度末） 歳出額 A 実質収支 人件費 B 人件費率

B ／ A
( 参考 ) 令
和４年度の
人件費率

令和 5 年度 16,247 人 9,524,047 千円 303,538 千円 1,555,616 千円 16.3％ 15.6％

（注)１ 職員手当には退職手当を含みません　　（注）２ 職員数は令和５年４月１日現在の普通会計に属する人数です

　　②職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分 職員数 A
給　　　　　与　　　　　費 一人当たり給与費

B／A給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　B
令　和
５年度 145 人 531,095 千円 122,553 千円 230,796 千円 884,444 千円 6,100 千円

現在、給与削減措置は行っておりません。　　③給与削減措置について

日の出町職員の人事・給与についてお知らせします

日の出町 東　京　都 国
1人当たり平均支給額(令和５年度） 1,641 千円 　　　　　 　　　　　

（令和５年度支給割合）　　〈月分〉
　　　期末手当 2.40　　勤勉手当 2.25
　　　　　　  （1.35）　　　　　 （1.10）

（令和５年度支給割合）　　〈月分〉
　　　期末手当 2.40　　勤勉手当 2.25
　　　　　　  （1.35）　　　　　 （1.10）

（令和５年度支給割合）　　〈月分〉
　　　期末手当 2.45　　勤勉手当 2.05
　　　　　　  （1.38）　　　　　 （0.98）

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

４級 課長・室長・所長
担当課長・主幹 21 人 13.9％

３級 課長補佐・係長 37 人 24.5％

２級 主任 41 人 27.2％

１級 主事 52 人 34.4％

 （2）職員の平均給与月額、初任給等の状況
　　①職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和６年４月１日現在）

区　分 一　般　行　政　職 技　能　労　務　職
平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国ベース） 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国ベース）

日の出町 43.0 歳 317,800 円 412,471 円 363,122 円 54.5 歳 299,500 円 346,767 円 336,400 円
東京都 42.5 歳 318,089 円 458,519 円 － 50.5 歳 286,976 円 388,004 円 －

国 42.1 歳 323,823 円 － 405,378 円 51.2 歳 288,144 円 － 330,553 円

区　　　　　分 日の出町 東京都 国

一般行政職 大学卒 196,200 円 196,200 円 総合職 244,800 円
一般職 230,000 円

高校卒 160,100 円 166,600 円 188,000 円
技能労務職 高校卒 157,500 円 − −

　　②職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在）

 （3）一般行政職の級別職員数等の状況
一般行政職の級別職員数の状況（令和６年４月１日現在）

（注）１ 日の出町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です
　　 ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です

 （4）職員の手当の状況
　　①期末手当・勤勉手当

（％）

問　総務課 職員係　☎ 042(588)4115

３．職員の給与の状況３．職員の給与の状況
  （1）総括
　　①人件費の状況（普通会計決算）

(　　　) 内は再任用職員にかかる支給割合

人事行政の運営等の状況の公表　その1
　「日の出町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、当町の人事行政の運営等の状況の概要に
ついてお知らせします。町職員の定員や給与・休暇などの人事・給与について公表することにより、制度の公平性・
透明性を高め、町民の皆様にご理解をいただくことを目的としています。

１．職員の任免及び職員数に関する状況
　 （１）職員の採用・退職の状況

令和５年度
採　用　者 5 人

退 

職 

者

合　計 9 人
定年・勧奨等 2 人

普通退職 3 人
そ の 他 4 人

職　　員　　数 対前年
増減数 主　な　増　減　理　由令和５年度 令和６年度

普
　
通
　
会
　
計
　
部
　
門

一 

般 

行 

政 

部 

門

議 会 3 人 3 人 0
総 務 40 人 44 人 4 増：施設管理の充実、総務課付職員の増
税 務 13 人 13 人 0
民 生 25 人 26 人 1 増：こども家庭センター設置に伴う組織改正
衛 生 11 人 8 人 △ 3 減：こども家庭センター設置に伴う組織改正
労 働 0 人 0 人 0
農 林 水 産 5 人 6 人 1 減：組織の見直し
商 工 5 人 5 人 0
土 木 11 人 12 人 1 増：欠員補充

計 113 人 117 人 4 （参考）人口１万人当たり職員数　　　　72.01 人

特別行政
部　門

教 育 27 人 29 人 2 増：図書館の充実、新学校給食センター準備
計 27 人 29 人 2

小　　 計 140 人 146 人 6 （参考）人口１万人当たり職員数　　　 　89.86 人

公 営 企 業
会計等部門

下 水 道 3 人 3 人 0
そ の 他 10 人 9 人 △ 1 減：係統合による
小　　 計 13 人 12 人 △ 1

合 　 　 計 153 人
[209］

158 人
[209］

5
[0］ （参考）人口１万人当たり職員数　　　　97.25 人

（注）
１ 職員数は一般職に属する
　 職員数です

２ ［　　］内は、条例定数の
　 合計です

区　分 20 歳
未満

20 〜
23 歳

24 〜
27 歳

28 〜
31 歳

32 〜
35 歳

36 〜
39 歳

40 〜
43 歳

44 〜
47 歳

48 〜
51 歳

52 〜
55 歳

56 〜
59 歳

60 歳
以上 計

職員数 0 人 9 人 18 人 17 人 12 人 10 人 9 人 1 人 25 人 37 人 16 人 4 人 158 人

（２）部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

（３）年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在）

（４）職員数の推移 元年 2年 3年 4年 5年 6年 過去 5年間の増減数（率）
普
通

一 般 行 政 116 人 115 人 117 人 115 人 113 人 117 人 1 (0.9)
教 育 29 人 28 人 27 人 28 人 27 人 29 人 0 (0.0)

普 通 会 計 計 145 人 143 人 144 人 143 人 140 人 146 人 1 (0.7)
公 営 企 業 等 会 計 13 人 13 人 13 人 13 人 13 人 12 人 △ 1 ( △ 7.7)
総 合 計 158 人 156 人 157 人 156 人 153 人 158 人 0 (0.0)

２．職員の人事評価の状況
　町では人事評価制度を実施し、効果的・効率的な人材育成・能力開発を促進することを主目的とし、組
織力の向上、業務の効率化を目指し活用しています。

（１）評価方法
　①能力評価　評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を
　　　　　　　客観的に評価
　②業績評価　職員があらかじめ設定した業務目標の達成度、その他設定目標以外の取組により、その業
　　　　　　　務上の業績を客観的に評価

（２）評価期間　　毎年４月１日〜翌年３月 31 日まで
（３）評価結果の活用　　被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用
　　　　　　　　　　　　 給与については前年の結果を昇給及び勤勉手当に反映しています

（％）

6 7



７７．職員の服務の状況．職員の服務の状況　　　　（令和（令和５５年度）年度）
　地方公務員法では、職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行にあたっては全力で
専念しなければなりません。職員が職務を遂行するにあたり、守らなければならない義務は次のとおりです。

８８．職員の退職管理の状況．職員の退職管理の状況
　町規則により、管理・監督職の地位にあった職員が、離職後２年間、営利企業等に就職した場合は再就職情
報を届け出ることになっています。（平成 28 年４月制定）

区　　　分 内　　　　　容 違反者数

職務命令等に従う義務 職員は法令等の定める規定に従い、かつ上司の職務上の命令に忠実
に従わなければなりません 0 人

信用失墜行為の禁止 職員は職の信用を傷つけたり、職の不名誉となる行為をしてはなり
ません 0 人

守 秘 義 務 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません 0 人

職 務 専 念 義 務 職員は法律等に特別に定めがある場合を除くほか、勤務時間中全力
で職務遂行しなければなりません 0 人

政 治 的 行 為 の 禁 止 職員は政党その他の政治的団体の結成に関与する等の政治的行為が
禁止されています 0 人

争 議 行 為 等 の 禁 止 職員は争議行為等が禁止されています 0 人

営利企業等の従事制限 職員は営利企業等に従事することは制限されており、従事する場合
には許可を受けなければなりません 0 人

９９．職員の研修の状況．職員の研修の状況　　（令和５年度）

区　　　　　分 受講者数 内　　　　　　　容

東京都市町村職員研修所
必修研修 23 人 職層別研修（現任研修・係長研修・課長研修など）
選択研修 82 人 能力開発研修、情報処理研修・専門研修など

独　　自　　研　　修 258 人 新規採用職員研修、人材育成研修、救命講習、接遇研
修、キャリアデザイン研修、公務災害防止研修など

10．職員の福祉及び利益の保護の状況10．職員の福祉及び利益の保護の状況
　（１）福利厚生制度

　　職員の福利厚生制度として、地方公務員法第 42 条の規定に基づき、日の出町職員互助会を設置し、職員
　の元気回復、その他福利厚生に関する事業を行っています。この互助会は、職員の会費及び町の負担金など
　で運営されています。また、職員の共済制度は、地方公務員等共済組合法に基づき、東京都市町村職員共済
　組合により短期給付事業（医療関係等）、長期給付事業（年金関係）、福祉事業（人間ドッグ事業等）を行っており、
　厚生年金、国民年金、健康保険及び国民健康保険と同様に社会保険制度の一環とされています。
　（２）公務災害等の状況（令和５年度認定分）
　　公務上・通勤途上による災害で負傷・死亡をした場合、
　地方公務員災害補償基金から一定の補償が行われます。
　（３）公平委員会業務の状況（令和５年度）
　　職員は、給与・勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して町の当局により適当な措置がとら
　れるべきことを要求することができます。
　　また、懲戒など意に反する不利益な処分を受けたときは、公平委員会に対して審査請求ができます。

区　　　分 互助会への町交付金額 会員一人当たりの
公費額 ※公費率

令和 6 年度決算見込 841,000 円 5,006 円 31.7％
令 和 ５ 年 度 決 算 659,000 円 3,923 円 26.9％

区　　分 年 度 当 初
係 属 件 数

年 度 中
申し立て件数

年 度 中
処 理 件 数

年 度 末
係 属 件 数

勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 要 求 0 件 0 件 0 件 0 件
不 利 益 処 分 に 関 す る 審 査 請 求 0 件 0 件 0 件 0 件

※公費率＝
交付金＋会員掛金

交付金

令和５年度末 退職者の届け出状況 届出者 1 人 内　訳 営利企業以外の法人等 ０人 民間企業等 1 人

４．４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
 （１）勤務時間
  （標準的な職員の場合）

開始時刻 終了時刻 休憩時間 1 日の勤務時間 1 週間の勤務時間
8 時 30 分 17 時 15 分 12 時〜 13 時 7 時間 45 分 38 時間 45 分

年次有給休暇、病気休暇、特別休暇（公民権行使等休暇、産前産後休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子
保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産介護休暇、出産時育児参加休暇、子どもの看護休暇、生理休暇、慶
弔休暇、感染症予防休暇、災害休暇、事故休暇、業務停止休暇、出頭休暇、骨髄液提供休暇、長期勤続休暇、ボラ
ンティア休暇、夏季休暇、短期の介護休暇）、介護休暇、介護時間

 （２）休暇制度　 ①休暇制度の種類

②年次有給休暇の取得状況（令和 5年度） 平均取得日数 取得率
13 日 34.7％

６６．職員の分限及び懲戒処分の状況．職員の分限及び懲戒処分の状況　（令和５年度）

５．職員の休業等の取得状況５．職員の休業等の取得状況　（令和 5年度）
育児休業・部分休業・育児短時間勤務の取得状況

分　限　処　分 懲　戒　処　分
免職 休職 降任 免職 停職 減給 戒告

処分者数 ０人 ５人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

日の出町 東京都 国
支　給　率 普通退職 勧奨・定年等退職 普通退職 勧奨・定年等退職 普通退職 勧奨・定年等退職
勤続 20 年
勤続 25 年
勤続 35 年
最高限度額

23.00
30.50
43.00
43.00

23.00
30.50
43.00
43.00

19.6695
28.0395
39.7575
47.709

24.586875
33.27075
47.709
47.709

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置…2 〜 20% 加算 定年前早期退職特例措置…2 〜 20% 加算 定年前早期退職特例措置…2 〜 45% 加算
1 人当たり平均支給額 1,136 千円 18,425 千円 　 　 　 　

　 ②退職手当（令和６年４月１日現在）

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です
　　 ２　平成 27 年４月１日から退職の事由にかかわらず同率となりました

単位：月分

手当名 内容及び支給単価 国の制度
との異同 国の制度と異なる内容

支給実績〈千円〉
（令和５年度
　　　　決算）

支給職員 1 人当た
りの平均支給年額

（令和５年度決算）

扶養
手当

配偶者 (管理職の配偶者)　 6,000 円（3,000 円）
子　　　　　　　　　　　　9,000 円

16 歳〜 22 歳までの子の加算　　4,000 円

異なる

配偶者　　　　　　　　　6,500 円
子　　　　　　　　　 　10,000 円
その他扶養　　　　　　 6,500 円
16 〜 22 歳までの子の加算　　 5,000 円

10,781 196,018 円

住居
手当 賃貸 (限度)(35歳未満)　  15,000 円 異なる

（都準拠） 賃貸（限度）    　　　　28,000 円 3,480 174,000 円

通勤
手当

電車等：原則６ヶ月定期券額を支給
自動車等：通勤距離に応じて１ヶ月ごとに支給

異なる
（都準拠）距離区分・単価 7,321 63,112 円

（注）１　特殊勤務手当は平成 20 年 3 月 31 日をもって廃止になりました
（注）２　扶養手当は平成 19 年度から「配偶者」と「子」に限定して支給しています

 （5）特別職の報酬等の状況（令和６年４月１日現在）
区　　　分 給　 料　 月　 額　 等 区　　　分 支給割合

給
料

町 　 長 632,000 円 （削減前　790,000 円）

期
末
手
当

町 　 長
4.65 月分副 町 長 621,000 円 （削減前　690,000 円） 副 町 長

教 育 長 594,000 円 （削減前　660,000 円） 教 育 長
議
員
報
酬

議 　 長 420,000 円 議 　 長
3.85 月分副 議 長 360,000 円 副 議 長

議 　 員 345,000 円 議 　 員

 　③諸手当（令和６年４月１日現在）

区　　分 男　性 女　性
育児休業 ２人 １人
部分休業 ０人 ３人

育児短時間勤務 ０人 １人
※人数には、令和 4 年度以前から継続して取得している職員を含みます。

( 注 ) １
特別職は給料の
減額措置として、
町長 20％、副町
長・教育長 10％
の削減を実施して
います。

　分限処分は、職員の勤務成績が良くない場合や心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合などに、公務能率
の維持を目的に、任命権者が職員の意に反して、その身分に不利益な変動をもたらす処分です。
　一方、懲戒処分は、職員が法令に違反した場合、職務上の義務に違反した場合、職務を怠った場合、全体の奉仕
者たるにふさわしくない非行のあった場合に、公務における規律と秩序の維持を目的に、職員の道義的責任を追及
して行う処分です。

区　　分 件　数
公務災害 2 件
通勤災害 0 件

日の出町職員の人事・給与についてお知らせします 問　総務課 職員係　☎ 042(588)4115人事行政の運営等の状況の公表　その2
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